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資料２



全国がん登録でできるようになった
こと 住民ベースデータの強み

 国家事業による労働力の投入と省力化・電子化

- 国がんの作業分担と即時性の向上（3.5年→2年）

 義務化による精度向上

- がん罹患の増減がわかるようになった

- 都道府県の格差がはっきりわかるようになった

- 小児がんを含む希少がんの把握ができるようになった

> 小児がん 2016年 2,144人

※がんリスク（罹患率）を把握できるのは住民ベースデータのみ

 データ利用の制度化

- 検診の精度管理や研究利用が促進される

- 他のデータベースとのリンケージの可能性
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予防 早期発見 診断 治療 終末期ケア

がん対策の
企画（何が有効
な方法か）

正しく実施され
ているか（プロ
セス評価）

証拠のまとめ／ガイドラインの参照、介入方法の開発

介入プロジェクトの
管理

がん検診
精度管理

医療機能評価

罹患率 死亡率

がん対策の実施

がんの実態は
どうか QOL

目的は達成
されたか（アウ
トカム評価）

予防
介入

検診
検査
診断

外科手術
化学療法
放射線治療

ホスピス
在宅ケア

評価研究の実施

生存率

がん関連統計（人
口動態・がん登録
・調査結果）の整

備

研究支援、優先順
位の決定、パート
ナーの確保

専門家への教育、
一般国民への知識
の普及（エビデン
スプラクティス
ギャップを埋め

る）

専門家への支援

科学的根拠に基づくがん対策の進め方
（2019改訂版）
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必要な作業

生活習慣等 がん検診受診率 診療実態



がん対策におけるがん登録データの
指標的位置づけの基本

 一次予防（がん罹患予防）介入の成果は､がん罹患率の
低下、ないし上昇傾向にある部位については罹患率上昇
の抑制として表れる｡

 二次予防（早期発見・早期治療によるがん死亡予防）介
入の成果は､診断時進展度の向上として表れ､次に、患者
の生存率の向上､がん死亡率の低下となって表れる。

- 長期的な観察でがん罹患率が増減するので､がん死亡率の低下はが
ん罹患率との乖離で判断。､およびその拡大という形をとる。

 三次予防（がん医療向上によるがん死亡予防）は、生存
率の向上に表れる。

- 生存率には診断時の進展度が大きく影響するので、進展度分布の
推移を考慮に入れる。
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がん登録データ利用の壁
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他のデータを併用
して、（他県・他
施設と違う）現状
の要因を分析

データリンケージ
によって、より信
頼性の高い事業へ
の活用

罹患数・率、生存
率を算出し、自施
設・自県の状況を
把握する

データ精
度の壁

法的手続き的整
備の壁、パート
ナーシップの壁

熱意、人的
資源の壁



1）都道府県がん情報の活用
都道府県のがん対策に

2019.12.12 山梨県がん登録 6



評価指標としてのがん登録データの
利用

① 罹患数・率の把握、診断時状況の分析、
診断病院の分析、地理解析

② 罹患数・率の年次推移の分析

③ 死亡数・率との比較

④ 死亡数・率との比較の年次推移の分析

⑤ 生存率

⑥ 有病者数
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評価指標① 罹患率の算出による全
国、他県との比較
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全国 男566,574（469.8） 女428,499（354.1）
（例）長崎 男7,620（540.5） 女5,152（397.6）

部位別、年齢階級別に罹患率を比較して、特徴を把握。



評価指標① 診断時状況の分析
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埼玉県2012年進展度の全国との比較大阪府1975-1998進展度の推移



評価指標① 詳細地域別の分析
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http://jacr.info/j-cip/gunma/area/survivalrate_map/

http://jacr.info/j-cip/gunma/area/survivalrate_map/


評価指標① 部位別・詳細地域別の拠点
病院診療集約化の把握
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評価指標② 罹患率の推移の観察
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問題点：統計的手法の限界
※推移の把握について
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福島県での原発事故前後のがん罹患推移の分析例

 増えた、減ったの判断は難しい ⇒ 巷で言わ
れるJoinpoint解析などは長期間の観測が必要



評価指標③ 罹患と死亡の比較
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評価指標④ 罹患と死亡の推移の比
較
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がんリスク増加
診断時のステージ進行
組織型分布の悪化

医療提供状況の悪化

無意味な検診 有効な検診

がんリスク減少
診断時のステージ早期
組織系分布の好転

治療技術の改善
医療提供状況の改善

一時的な
変化



問題点：統計の見かけの変化

死亡

 ICD9から10、11へ
の移行

 死亡診断書の書き方

- 地域差がある可能性
も

 原死因の取り方

- 時期的なもので、厚
労省の原死因確定シ
ステムACSELによる

- 死因記入後の死亡診
断書の処理は全国共
通

 死亡情報からのがん
罹患補完の方法

罹患

 有効でないがん検診、受診による増加

 病院でのがん症例見つけ出し技術

- 見つけ出しにくい癌種単位での欠損 例：
腫瘍5部位以外

 がん登録への届出の多少

- 専門病院による大腸、乳房、甲状腺等部位
の届出の偏り、性状の偏り等にも注意

 他県病院への流出の有無

 同一人物処理方法・腫瘍集約方法

 小さいエリアの偶然変動
- 数年プールやベイズ法により回避

こうしたアーティファクトによって、真のがん死亡
・罹患リスクの多少・増減多少がわからなくなる。
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問題点：統計の精度
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全国 M/I 男0.39 女0.36 DCO 男2.9 女3.7
長崎 M/I 男0.35 女0.34 DCO 男5.2 女6.2



問題点：がん統計とがんという疾病
の性質との関係

 がんという非感染性疾患の「成り立ち」の理解

 地理的な格差が出るには、それぞれの要因のリスクの大
きさ、地域毎の偏差の両方が重要

 男女でがんの種類が異なる場合があり、少なくとも同じ
リスク要因の影響の度合いが異なることが多い。

 公衆衛生的な発想でいえば、罹患リスク、死亡リスクは
、累積によるもので、リスク要因のあり、なしが罹患、
死亡を表すわけではなく、リスクを下げる方向に努力す
ることが重要。

 がん対策としては、どの層（高中低リスク群）にアプロ
ーチすれば、最も効果が上げられるか考える必要がある
。
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評価指標⑤ 生存率の算出
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問題点：統計値の指標化

 「指標化」についての例

- 年齢調整罹患率は10万対となっているが、年齢調整を
した段階で、人口10万人あたり何人発症するという実
際の数値とは全く異なる、指標となる

- がん対策は、がんリスクの増減や国内外の地域差を把
握し、対策を実行して評価する

- 医療施設の設置や医療者の養成等に必要な数値は粗罹
患率であったり、有病者数であったり。
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生存率を知ることで、
・自分と同じような患者さんの予後を把
握して、心づもりや人生設計をしたい

・病院選びに使いたい



評価指標⑥ がん有病数
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*1 悪性黒色腫を含む *2 女性のみ
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評価指標⑥ がん有病数
全国がん登録システムでの算出
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Pisani法（がん統計白書等で利用）

単純に都道府県がん情報に基づき、都道府県個人識
別番号、診断日、死亡日から算出可能に
• 2016年末での5年有病者数＝

2016年診断症例の2016年末生存者
＋2015年診断症例の2016年末生存者
＋2014年診断症例の2016年末生存者
＋2013年診断症例の2016年末生存者
＋2012年診断症例の2016年末生存者

罹患数と生存
率の掛け合わ
せによる煩雑
な方法

Paola Pisani

直接算出できるようになった



評価分析の応用
将来予測（5年有病数）
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国立がん研究センターがん対策情報センター「がん登録・統計」
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研究的利用
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診療情報

再発、転移
死亡診断書・
人口動態統計

死亡日、原死因

バイオバンク

医療保険情報

治療、合併症等

バイオマーカー

退院
診断時詳細情報、治療詳細情報

臨床研究情報

PRO等

がん登録

患者情報（照合キー）
性別、氏名、住所、性別、生年月日

がん情報
診断日、局在、形態、進展度、治療

がんの診断 がんの診断

住民ベースの調査研究

生活習慣の情報、生体資料

がん検診受診者名簿

がん検診データ

国勢調査、納税記録

社会経済情報

住
民
ベ
ー
ス
の
が
ん
登
録
を
利
用
し
た
デ
ー
タ
整
備



問題点：リンケージの障壁とパター
ン③の実施困難
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臨
床
的
利
用

審議会内容審査
で特別に求められる要件

形式審査で特別に
求められる要件

顕名

匿名

顕名

顕名

顕名
第18条による
情報の利用

第21条8項によ
る情報の提供

第21条9項によ
る情報の提供

第20条による
情報の提供

第19条による
情報の提供

研
究
的
利
用

• 申請の主体
が届出病院
等であるか

• 申請の主体が
都道府県知事
等又は市町村
長等であるか

• がん対策の企画立案又
は実施に必要ながんに
係る調査研究であるか

• がん医療の質
の向上に資す
るか

• 安全管理措置

• 調査研究の実績
• 生存者の同意

行
政
的
利
用

審議会等の
意見聴取不要



評価分析の応用
他の指標との重ね合わせ

 （例）市町村別に、早期
発見割合、標準化死亡比
を算出し、環境モニタリ
ングをする、がん検診の
有効性を評価する
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肝がん標準化罹患比・死
亡比を肝炎キャリアに関
する統計や肝炎対策の実
施の数値と重ね合わせる



評価分析の応用
他の指標との重ね合わせ

 主要死因別にみたがん死
亡の多くにおいて、剥奪
水準の高い貧困がより集
中する地域で死亡率が高
くなる社会経済的な地理
的格差の存在が確認され
た。

- 男性の大腸がんと肝臓がん、
女性の肺がんと子宮がん。剥
奪水準の最も高い地区群では
、最も低い地区群にくらべ、
およそ20∼24％程度の死亡率
の超過。

2019.12.12 山梨県がん登録 28
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検診受診割合にも経済格差

 職業や所得によって受
診割合が3倍以上違う
。

- 共済組合加入者の受診割
合が最も高く、大腸がん
検診受診は男性48％。
市町村国保では19％。

- 朝日新聞（2012.8.14）

2019.12.12 山梨県がん登録 29



問題点：エコロジカルスタディの限
界

 エコロジカルスタディ（地域相関研究）的アプローチの
限界、統計間での対象者の違い、統計の信頼性、代表性

- 症例対照研究よりエビデンスレベルは低い。交絡因子も多すぎて
コントロール不能のため

- リスクへの曝露と発がんのタイムラグを考慮し、現在がん年齢の
団塊世代の生活習慣と、現在のがん統計の関連を考える必要あり

- 例えば、検診受診率データの不確かさ。次期基本計画に、「正確
かつ比較可能な受診率の統一的な算出方法」と掲げられたほど

- しかしながら、分析疫学の結果と、がんサーベイランスという記
述疫学の結果とを併用してがん対策に利用するアプローチはすば
らしい

2019.12.12 山梨県がん登録 30



問題点：限られたエビデンス

2019.12.12 山梨県がん登録 31

http://epi.ncc.go.jp/can_prev/index.html

これ以上のこ
とは言えない
上にがん統計
への影響は小
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全部位 肺 肝 胃 大腸 結腸 直腸 乳房 食道 膵 前立腺
子宮頚
部

子宮体
部（内
膜）

卵巣 頭頚部 膀胱 血液

喫煙 確実↑ 確実↑ 確実↑ 確実↑
可能性
あり↑

データ
不十分

可能性
あり↑

可能性
あり↑

確実↑ 確実↑
データ
不十分

確実↑
データ
不十分

データ
不十分

確実↑ 確実↑

（急性⾻
髄性⽩⾎
病）
ほぼ確実
↑

受動
喫煙

データ
不十分

確実↑
データ
不十分

データ
不十分

可能性
あり↑

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

飲酒 確実↑
データ
不十分

確実↑
データ
不十分

確実↑ 確実↑ 確実↑
データ
不十分

確実↑
データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

（閉経前）

可能性あ
り↑

（BMI30以上）

（閉経後）

確実↑

運動
データ
不十分

データ
不十分

ほぼ確実
↓

ほぼ確実
↓

データ
不十分

可能性
あり↓

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

（HPV16, 18）

確実↑

（HPV33, 52, 58

クラミジア）

データ
不十分

糖尿病
と関連
マーカー

可能性
あり↑

データ
不十分

（糖尿病）

ほぼ確実
↑

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

ほぼ確実
↑

データ
不十分

データ
不十分

可能性
あり↑

データ
不十分

メタボ
関連要
因

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

社会心
理学的
要因

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

IARC

Group1

（職業性アス

ベスト）

ほぼ確実
↑

（砒素）

データ
不十分

（EBV）

データ
不十分

（ホルモン補

充療法）

データ
不十分

その他
（服薬歴）

データ
不十分

（授乳）

可能性
あり↓

（授乳・服薬

歴）

データ
不十分

（授乳・服薬

歴）

データ
不十分

（授乳・服薬

歴）

データ
不十分

データ
不十分

感染症

（高身長）

データ
不十分

可能性
あり↑

可能性
あり↑

データ
不十分

（HBV, HCV）

確実↑

（H.ピロリ

菌）

確実↑

ほぼ確実↑肥満
データ
不十分

ほぼ確実
↑

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

可能性
あり↑

（BMI男18.5未

満、女30以

上）

（肺結核）

可能性あ
り↑

がんのリスク・予防要因 評価⼀覧 (ver. 20170801) 
http://epi.ncc.go.jp/files/02_can_prev/matrix_170801JP.pdf
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全部位 肺 肝 胃 大腸 結腸 直腸 乳房 食道 膵 前立腺
子宮頚
部

子宮体
部（内
膜）

卵巣 頭頚部 膀胱 血液

野菜
データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

可能性
あり↓

データ
不十分

ほぼ確実
↓

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

果物
データ
不十分

可能性
あり↓

データ
不十分

可能性
あり↓

データ
不十分

ほぼ確実
↓

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

大豆
データ
不十分

データ
不十分

可能性
あり↓

データ
不十分

可能性
あり↓

魚
データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

可能性
あり↓

データ
不十分

データ
不十分

穀類
データ
不十分

データ
不十分

可能性
あり↑

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

食塩
ほぼ確実
↑

牛乳・
乳製品

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

食パ
ターン

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

（保存肉・赤肉）

可能性
あり↑

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分肉

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

がんのリスク・予防要因 評価⼀覧 (ver. 20170801) 
http://epi.ncc.go.jp/files/02_can_prev/matrix_170801JP.pdf
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34

全部位 肺 肝 胃 大腸 結腸 直腸 乳房 食道 膵 前立腺
子宮頚
部

子宮体
部（内
膜）

卵巣 頭頚部 膀胱 血液

（男）

データ
不十分

（女）

可能性
あり↓

コー
ヒー

ほぼ確実
↓

データ
不十分

可能性
あり↓

データ
不十分

熱い飲
食物

ほぼ確実
↑

食物線
維

カルシ
ウム

データ
不十分

ビタミ
ンD

葉酸
データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

イソフ
ラボン

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

可能性
あり↓

データ
不十分

データ
不十分

可能性
あり↓

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

ビタミ
ン

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

カロテ
ノイド

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

脂質
データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

（魚由来の不飽和脂肪酸）

可能性
あり↓

可能性
あり↓

可能性
あり↓

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分緑茶

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

がんのリスク・予防要因 評価⼀覧 (ver. 20170801) 
http://epi.ncc.go.jp/files/02_can_prev/matrix_170801JP.pdf
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がん登録を用いたがん検診の精度管理
がん対策のプロセス評価

がんでない

陰性
陽性（要精検）

がんの可能性のある人

精検未受診

がん発見

検診受診者
（健康な人）

精検受診

がんでない
がん発見
（見逃し）

がん発見

要精検率
：受診者のうちの要精検者（
陽性者）

精検受診率
：要精検者のうちの
精密検査受診者

感度
：がんの人のうちの
検診発見がん

陽性反応適中度
：要精検者のうちの
検診発見がん

偽陽性率
：がんでなかった者のうちの
要精検になった者

偽陰性率
：がんであった者のう
ちの検診で陰性となっ
ていた者

受診勧奨
の実施

特異度
：がんでない者の
うちの検診で正し
く陰性となった者
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が
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問題点：マスコミや国民の理解
がん検診の精度管理に関する報道

 青森県「胃がん・大腸が
ん 」検診で“４割見落と
された可能性”
2017/7/1 NHK

 がんセンター 見落とし
評価困難 ＮＨＫ検診報
道で声明

2017/7/13/ 毎日新聞

青森県が実施したがん検診に関す
る調査結果について、ＮＨＫが「
がん検診で４割の患者が見落とさ
れていた可能性がある」と報道し
たことに対し、国立がん研究セン
ターは１３日、「調査は予備的な
もので、結果から検診の見落とし
を評価することは困難」との声明
を発表した。
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• 細胞株（2017年12月）
• ヒト細胞株1065株
(うち自家樹立318株)

• 動物モデル（2017年12月）
• 同所移植モデル
• ＰＤXモデル111株
• オルガノイドモデル

FIOC
基礎創薬シーズの
臨床への橋渡し

問題点：データ活用結果をどう活か
すか？「トランスレーション」

＜生体試料コア＞（2018年3月）

・ゲノム検査も可能な血液サンプル

61,204症例

・臨床情報の紐づいた病理組織

23,145症例

37

CLIA準拠
検査ラボ

研究所 中央病院 東病院EPOC

アカデミア・企業との
共同研究・創薬研究

独自のヒトがんオルガ
ノイド・動物モデルの

作製

NCCで行われる
動物・生体試料を用い

た研究の支援

日本初クリニカル
シークエンス検査室の

構築

基盤的臨床開
発研究コアセ
ンター（FIOC)

研究支援基盤

バイオリソース

オミックスコア

創薬・バイオマーカーコア

機能解析・疾患モデルコア

病理・免疫コア

非臨床研究から臨床開発研究への効率の良い橋渡し研究を推進
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計画見直しの必要性？根拠ある介入
方法を選択しパートナーを作ろう

2019.12.12 山梨県がん登録 38

http://www.thecommunityguide.org/index.html

米国地域予防コミュニティガイドサイト：横断的に疾病予防活動の根拠が蓄積さ
れている。

がん 女性 地方 推奨 健康教育

マスメディアではない、ビデオ
、手紙、チラシ、ニューズレタ
ーによる受診勧奨のエビデンス



2）都道府県がん情報の活用
病院でのデータ利用

2019.12.12 山梨県がん登録 39



記述的なデータ解析

 届出症例数（性別、年齢階級別、部位別）の整理

- Case findingの精度管理

 ステージの分布

 治療方法の分布

 その他の項目の集計

 各項目の不明割合の検証

 年次推移の観察

 生存率の解析

- 医療施設間の比較をして、標準治療の推進や、その他医療の質の
向上のために利用する

- 患者の求める医療情報として整備する

- 新薬等の治療方法の有効性を評価する
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問題点：がん登録データの目的の違
い（生存率の例）

 住民ベースの生存率

- 全国がん登録（地域がん登録）による生存率

- 一定の人口集団においてのがんに罹患することの負担を測定し、
早期発見、医療へのアクセス、治療の標準化、地域の均てん化、
がんの性質の変化等を評価して、がん対策に役立てる

- 指標化した年齢調整相対生存率に意味がある

 病院ベース、研究ベースの生存率

- 院内がん登録、全がん協、学会によるもの、臨床試験等の生存率

- 計測対象に人口集団の定義がないので、部位別ステージ別等で対
象を限定して施設間の実績を比較したり、適格基準に合致した患
者における治療間の成績を比較したりするもの

- 層別化した実測生存率に意味がある

412019.12.12 山梨県がん登録



問題点：がん登録データ利用ルール
や医療機関データの性質

 病院ベースデータのバイアス

- 病院の規模やカテゴリー、がん医療の方針によって、がん患者の
性質は大きく異なる。

- 経年的にそうした変化があれば、患者の性質も変化する。

 各病院での症例数は少なく、ランダムエラー軽減のため
には、数年のプールが必要。生存率の点推定値も信頼性
は低い。一医療機関での臨床研究の実施は難しい。

 しかしながら、法20条に基づいて入手した予後情報は、
第三者への提供ができないため、生存解析を伴う共同研
究に参加できない。
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全がん協共同調査（医療機関ベース）

 北海道がんセンターか
ら大分県立病院まで32
の加盟施設

 2006～8年に診断され
た患者を、病期、性別
、年齢、初回治療の組
み合わせで集計

 対象患者の把握、フォ
ローアップが不完全な
施設が2割ほど

432019.12.12 山梨県がん登録

http://www.gunma-cc.jp/sarukihan/seizonritu/seizonritu2007.html



全がん協共同調査（医療機関ベース）
北海道がんセンター 胃がん（2004-7年）

442019.12.12 山梨県がん登録

施設別生存率が
表示される



がん診療連携拠点病院院内がん登録生存
率集計

 北海道がんセン
ターから大分県
立病院まで32の
加盟施設

 2006～8年に診
断された患者を
、病期、性別、
年齢、初回治療
の組み合わせで
集計

452019.12.12 山梨県がん登録

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/brochure/hosp_c_reg_surv.html



がん診療連携拠点病院院内がん登録生存
率集計

462019.12.12 山梨県がん登録

施設別生存率が
表示される



がん診療連携拠点病院院内がん登録生存
率集計

472019.12.12 山梨県がん登録

施設別生存率が
表示される



分析的なデータ解析

 「がん登録」のルールに従って整理し
たデータの臨床研究への利用

- 腫瘍の分類、ステージング、診断日等が、が
ん登録でのルールで記録されているので、改
めてクリーニングをせずに活用できる

 病院内で、レセプト・DPCで整理した
薬剤処方情報、ゲノム情報、腫瘍マー
カー情報、PRO（患者の主観に基づく
評価指標）等と関連付けて、解析をす
ることが可能

2019.12.12 山梨県がん登録 48

病院等

診療情報

院内がん情報

死亡情報



施設内での研究的利用

2019.12.12 山梨県がん登録 49

Carcinogenesis. 2010 Oct; 31(10): 1778–1786.

Kaplan–Meier 5 years of cancer survival curves for the 
association of serum estrogen with lung cancer survival



追加情報の入手：AYA世代の白血病・リンパ
腫患者の受療状況と生存率

50

図：組織別の5年実測生存率表．ALL患者における死亡リスクハザード比

単変量解析 多変量解析

HR 95%CI p-value HR 95%CI p-value

世代

思春期（15-19歳） 1 1

若年成人（20-29歳） 3.40 1.35-8.58 0.009 2.79 1.08-7.23 0.034

治療レジメン

小児型 1 1

小児型以外 3.03 1.04-8.85 0.042 2.24 0.74-6.73 0.152 

20歳代のALL患者の生存率が悪い。

小児型以外のレジメン使
用群の死亡リスクが高い

→ がん登録データのフィードバックに基づく病院の詳細な治療データの活用
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臨床分野への応用
造血幹細胞移植後の2次がん研究

 造血幹細胞移植後
の二次固形がん罹
患者と、一般人口
の固形がん罹患者
との生存率の比較
に年齢等調整した
がん登録データを
利用
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臨床分野への応用
MASTERKEY計画との連携

 日本のがん登録の強み「
届出義務」、「全国カバ
ー」、「データベース一
元化」を最大限に発揮で
きる希少がん研究

 希少がんの研究開発およ
びゲノム医療を推進する
産学共同プロジェクト「
MASTER KEY」と連携
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3）データ利用の手続と規定
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全国がん登録 情報の提供マニュア
ル 第2版 平成30年9月

 申出文書に記載を要する
事項

1. 申出に係る情報の名称

2. 情報の利用目的

3. 情報の利用者の範囲

4. 利用する情報の範囲

- ア 診断年次

- イ 地域

- ウ がんの種類

- エ 生存確認情報

- オ 属性的範囲

5. 利用する登録情報等※及
び調査研究方法

6. 利用期間

7. 利用場所、利用する環境
、保管場所及び管理方法

8. 調査研究成果の公表方法
及び公表時期

9. 情報の利用後の処置

10. その他
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がん登録推進法での積極的データ利用
法第三節 情報の利用及び提供

（病院等への提供）
 第二十条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の
病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究
のため、当該病院等の管理者から、当該病院等から届出
がされたがんに係る都道府県がん情報（厚生労働省令で
定める生存確認情報及び厚生労働省令で定める当該病院
等に係る第五条第二項に規定する附属情報に限る。）の
提供の請求を受けたときは、全国がん登録データベース
を用いて、その提供を行わなければならない。（後略）
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患者予後情報の提供審議
不要
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①利用内容
の検討

⑧データの
利用

⑨データの
廃棄

②申出文書提出

窓口組織

③申出受付
・文書審査

⑥データの提供

病院等 都道府県・委託先

都道府県
がん登録
室

⑤データの
作成

⑦データ受領通知

④
デ
ー
タ

作
成
指
示

⑩廃棄・実績報告

臨床的利用
20条（病院等への提供）の流れ
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がん登録推進法での積極的データ利用
法第三節 情報の利用及び提供

（その他の提供）
 第二十一条 ８ 都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者
から当該都道府県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場
合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該が
んに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用
いて、その提供を行うことができる。（中略）

 ９ 都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者から当該都道
府県に係る都道府県がん情報につき匿名化が行われた情報の提供の
求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当する
ときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録デ
ータベースを用いて、都道府県がん情報の匿名化及び当該匿名化を
行った情報の提供（当該提供の求めを受けた情報が都道府県がん情
報に係る特定匿名化情報である場合にあっては、その提供を行うこ
とができる。（後略）
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研究利用要審議
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①利用内容
の検討

⑯データの
利用

⑰データの
廃棄

④申出文書提出

窓口組織

⑤申出受付
・文書審査

⑪依頼書の
受理、手数
料の確認

都道府県
審議会等

⑦審査

⑭データの提供

がん研究者 都道府県・委託先
②事前相談

③対応・集計工数及び
手数料の算出 都道府県

がん登録
室

⑬データの
作成（匿名
化含む）

⑥内容審査
依頼

⑧審査結果
通知

⑩依頼書提出、手数料納付

⑮データ受領通知

⑫
デ
ー
タ

作
成
指
示

⑨結果通知

⑱廃棄・実績報告

研究的利用 21条8項～9項（その他
の提供）の流れ
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院内がん登録データの活用
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国（国立がん研究センター）病院等

全国がん登録情報

罹患情報

死亡情報

罹患情報

罹
患
情
報

届
出

全国がん登録
システム

都道府県

都道府県がん情報

罹患情報

罹患情報

院内がん登録データの位置づけ
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②病院等におけるがん登録法第20条に基
づき受領した情報の取扱について

 院内がん登録については、指針の第三「個人情
報の取扱いについて」等の規定に基づき、適切
な管理や利用、保有等が行われている。

 加えて、病院等において、院内がん情報のうち
、がん登録法第20条に基づき提供を受けた都道
府県がん情報（生存確認情報等）については、
各病院の院内がん登録データベースに記録・保
存されるところ、がん登録法第30条から第34条
までの規定に基づき、適切な管理や利用、保有
等を行う必要がある。
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②病院等におけるがん登録法第20条に基
づき受領した情報の取扱について

 上記に関して、特に（ア）管理方法や（イ）保存期間の取扱いは、
以下のとおりとする。

（ア）管理方法について

 がん登録法第30条において、情報の提供を受けた者は、情報につい
て適切な管理のために、必要な措置を講じなければならないとされ
ている。

 これらの規定等を踏まえ、がん登録法第20条に基づき提供された院
内がん登録データベースに保存された都道府県がん情報（生存確認
情報等）は、病院等において

- 院内がん登録データベースへ保存し、当該病院の診療情報と区別できるようにす
ること。

- カルテに転記しないこと。

- 他のデータベース等への転用はしないこと。

- 前述の院内がん情報の活用にのみ利用すること。

等の取扱いとする。
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都道府県がん情報の適切な管理

（受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等）

第三十条 第三節の規定により全国がん登
録情報若しくは都道府県がん情報又はこれ
らの情報の匿名化が行われた情報の提供を
受けた者は、当該提供を受けたこれらの情
報を取り扱うに当たっては、これらの情報
について、その漏えい、滅失及び毀損の防
止その他の適切な管理のために必要な措置
を講じなければならない。
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②病院等におけるがん登録法第20条に基
づき受領した情報の取扱について

（イ）保有期間について

 がん登録法第32条の規定により、都道府県がん情報の提
供を受けた者は、政令第10条第2項で定める期間を越え
て保有してはならないとされている。

 具体的な保有期間としては、

- ①原則として、提供を受けた日から５年を経過した日の属する年
の１２月３１日又は調査研究を実施する期間の末日のいずか早い
日までの間だが、

- ②例外的には、都道府県がん情報を長期にわたり分析する必要が
ある場合等として都道府県の規則で定める場合は、提供を受けた
日から１５年を経過した日の属する年の１２月３１日又は調査研
究を実施する期間の末日のいずか早い日までの間、保有できると
されている。
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都道府県がん情報の保有制限

（受領者による全国がん登録情報の保有等の制限）

第三十二条 第三節の規定により全国がん
登録情報若しくは都道府県がん情報又はこ
れらの情報の匿名化が行われた情報の提供
を受けた者は、これらの情報について、そ
の提供を受けた目的に係る利用に必要な期
間（全国がん登録情報又は都道府県がん情
報については、政令で定める期間を限度と
する。）を超えて保有してはならない。
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都道府県がん情報の保有制限

政令（国等による全国がん登録情報及び都道府県
がん情報の保有の期間の限度）
第九条 ２ 都道府県がん情報に係る法第二十七条の政令で定める期間は
、都道府県がん情報について情報の利用を開始した日から起算して五
年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該都道府県がん情
報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早
い日までの間とする。ただし、都道府県がん情報を長期にわたり分析
する必要がある場合その他のがんに係る調査研究に必要な場合として
都道府県の規則で定める場合については、当該都道府県がん情報につ
いて情報の利用を開始した日から起算して十五年を経過した日の属す
る年の十二月三十一日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係
る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。

66

あくまで上限。利用・提
供は必要最短期間で 年度運用でよい
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②病院等におけるがん登録法第20条に基
づき受領した情報の取扱について

 病院等において、院内がん情報を用いて５年生存率、１
０年生存率の算出等を行っている実態があり、これらは
都道府県がん情報（生存確認情報等）を長期にわたり分
析する必要がある場合に当てはまると考えられる。

 以上を踏まえ、院内がん登録のために都道府県がん情報
（生存確認情報等）の提供を受けた場合については、前
ページ②の保有期間とするという方向性を国からあらか
じめ都道府県に示すこととする。

 なお、上記方向性は、院内がん登録のために病院等へ都
道府県がん情報（生存確認情報等）を提供する場合にあ
たっては、病院等における保有の期間が都道府県ごとに
異なる可能性があるため、国として一定の方向性を都道
府県に示すものである。
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③留意事項
（院内がん情報の第三者提供）

 病院等における診療録等の情報は、当該病院における診
療の用に供するために得られた情報であり、第三者提供
等については、その利用目的及び各病院等が遵守すべき
法律等（「医療・介護関係事業者における個人情報の適
切な取扱いのためのガイダンス」等）に基づき、必要な
手続き等を経て行われているところである。

 第三者提供等に際しては、院内がん情報が含まれる場合
があるが、がん登録法第20条に基づき提供された都道府
県がん情報（生存確認情報等）を除き、病院等における
診療録等の情報であることに鑑み、各病院等が遵守すべ
き法律等に基づき、必要な手続等を経て、活用するもの
とする
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全国がん登録情報 申請のポイント

 必須2点

- 利用目的ががんの医療の質の向上に資すること（適切
な形で社会に還元されること）

- 利用情報の安全管理措置ができること

 その他の重要点

- 申請内容で利用目的が達成できること

- 手法や成果物等、ある程度具体的なイメージが固まっ
ていること

- 利用目的を達成するために最低限の項目、最短の利用
期間であること
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全国がん登録情報 申請の注意点

 データ利用は有料

 2016年診断以降のデータしかない

- 2015年以前の情報は各都道府県に申請

 特定の都道府県のがん情報は都道府県に申請

 データは年一回更新

- 生死情報も、「申請時」ではなく、○○年12月31日現
在の情報

 死亡情報のみは提供対象ではない

2019.12.12 山梨県がん登録 71



全国がん登録 情報の提供マニュア
ル 第2版 平成30年9月

 申出文書に記載を要する
事項

1. 申出に係る情報の名称

2. 情報の利用目的

3. 情報の利用者の範囲

4. 利用する情報の範囲

- ア 診断年次

- イ 地域

- ウ がんの種類

- エ 生存確認情報

- オ 属性的範囲

5. 利用する登録情報等※及
び調査研究方法

6. 利用期間

7. 利用場所、利用する環境
、保管場所及び管理方法

8. 調査研究成果の公表方法
及び公表時期

9. 情報の利用後の処置

10. その他
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全国がん登録提供情報 ※様式第1号別紙1の項目番号

●の付く項目は2020年以降提供予定 区切り文字:タブ, 囲い文字:なし, 文字コード:Shift-JIS, ヘッダ:あり, 拡張子:txt

※ ■基本提供項目

1 行番号

4 性別

5 診断時年齢

7 診断時患者住所都道府県コード

12 側性

13 局在コード（ICD-O-3）

14 診断名（和名）

15 形態コード（ICD-O-3）

16 性状コード（ICD-O-3）

17 分化度（ICD-O-3）

18 組織診断名（和名）

19 ICD-10コード

20 ICD-10（和名）

23 診断根拠

24 診断年

69 DCI区分

70 DCO区分

73 統計対象区分

「基本セット」として提供さ
れる項目。罹患数の集計はこ
れらの項目があれば可能。
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必要項目選択○

※ ■発見経緯基本提供項目 ※ ■受療動向基本提供項目

27 発見経緯 71 ●患者異動動向

※ ■小児がん基本提供項目 72 ●患者受療動向

6 診断時年齢(小児用) 39 初診病院コード

21 IARC-ICCC3コード（小児用がん分類） 40 初診病院都道府県コード

22 ICCC（英名） 44 診断病院コード

※ ■多重がん基本提供項目 45 診断病院都道府県コード

2 提供情報患者番号 49 ●観血的治療病院コード

3 多重がん番号 50 ●観血的治療都道府県コード

※ ■生存率基本提供項目 54 ●放射線治療病院コード

66 生死区分 55 ●放射線治療病院都道府県コード

67 死亡日/最終生存確認日資料源 59 ●薬物治療病院コード

68 生存期間（日） 60 ●薬物治療病院都道府県コード

74 生存率集計対象区分 【病院地理情報選択提供項目】

※ 生存率選択提供項目 ※ ■保健所区分

64 原死因（ICD-10） 41 　初診病院保健所コード

65 原死因（和名） 46 　診断病院保健所コード

※ ■診断日詳細基本提供項目 51 　●観血的治療病院保健所コード

25 診断年月日 56 　●放射線治療病院保健所コード

26 診断日精度 61 　●薬物治療病院保健所コード
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※ ■病期基本提供項目 ※ ■医療圏区分

28 進展度・治療前 42 　初診病院医療圏コード

29 進展度・術後病理学的 47 　診断病院医療圏コード

30 進展度・総合 52 　●観血的治療病院医療圏コード

■治療項目基本提供項目 57 　●放射線治療病院医療圏コード

31 外科的治療の有無 62 　●薬物治療病院医療圏コード

32 鏡視下治療の有無 ※ ■所在地

33 内視鏡的治療の有無 43 　初診病院住所コード

34 観血的（外科的・鏡視下・内視鏡的）治療の範囲 48 　診断病院住所コード

35 放射線療法の有無 53 　●観血的治療病院住所コード

36 化学療法の有無 58 　●放射線治療病院住所コード

37 内分泌療法の有無 63 　●薬物治療病院住所コード

38 その他治療の有無 ※ 【患者診断時住所地理的属性選択提供項目】

8 ■診断時患者住所保健所コード

9 ■診断時患者住所医療圏コード

10 ■診断時患者住所市区町村コード

11 ■診断時患者住所コード

75 ■集計用市区町村コード
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このくらいの頻度



準備する書類

（リンケージ利用）

 様式第2-1申出_21-3
用

 様式第2-1申出別紙

 様式第2-3誓約_21-3
用

 （該当する場合）様
式第4-2一部委託
_21-3用

（集計利用）

 様式第2-1申出_21-4
用

 様式第2-1申出別紙

 様式第2-3誓約_21-4
用

 （該当する場合）様
式第4-2一部委託
_21-4用
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 事前相談および申出
文書（仮）の送付は
、左のインターネッ
ト窓口から行う

- 窓口組織が受領した申
出文書の形式要件の充
足について点検します
。

- 申出文書（案）の初回
の送付時は、押印書類
に押印のない状態で問
題ありません。
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申請書記入例 ①
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解析したい診断年と原発部位
（や形態）を記載する

小児のみ、高齢者のみ、女性
のみ、等属性の指定



申請書記入例 ②
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データの保管体制を
記載。顕名データで
あれば特に厳重な管
理が必要

5年を上限とするデー
タの利用期間



申請書記入例 ③
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利用期間後のデータ
消去方法の記載

公表予定



申請書記入例 ④
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研究計画書 集計表モデル


